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山
梨
県
告
示
第 

 
 

 
 

号 

 
山
梨
県
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
設
置

及
び
管
理
条
例

令
和
六
年
山
梨
県
条
例
第
二
号

以

下

条
例

と
い
う

第
四
条

第
六
条

第
十
一
条
第
一
項

附
則
第
六
項
及
び
別
表
備
考
の
規

定
に
よ
り

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
区
域
等
を
次
の
と
お
り
定
め

令
和
六
年
七
月
一
日
か

ら
適
用
す
る

 

 
 

令
和
六
年
五
月
十
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
梨
県
知
事 

 

長 
 

崎 
 

幸

太

郎 

一 

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
区
域 

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
区
域
は

次
の
図
に
実
線
で
示
す
地
点
Ａ
か
ら
地
点
Ｂ
ま
で
の

区
域

地
点
Ｃ
か
ら
地
点
Ｄ
ま
で
の
区
域
及
び
地
点
Ｅ
か
ら
地
点
Ｆ
ま
で
の
区
域
と
す
る
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二 

令
和
六
年
度
に
お
け
る
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
利
用
日 

 
令
和
六
年
度
に
お
け
る
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下

山
道
の
利
用
日
は

次
の
と
お
り
と
す
る

た

だ
し

道
路
法

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号

第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
県
道
富
士
上
吉

田
線
の
富
士
山
頂
か
ら
泉

滝
ま
で
の
全
区
間
の
通
行
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
日
を
除
く
も
の
と
す
る

 

  

施
設
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

利
用
日 

  

吉
田
口
五
合
目
泉

滝
登
山
道 

 
令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

  

吉
田
口
下
山
道 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
六
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
十
日
ま
で 

 

三 

令
和
六
年
度
に
お
け
る
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
利
用
を
制
限
す
る
日 
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令
和
六
年
度
に
お
け
る
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
知
事
が
指
定
す
る
日
は

令
和
六
年
七
月
一
日

か
ら
同
年
九
月
十
日
ま
で
の
毎
日
と
す
る

 

四 

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
利
用
を
制
限
す
る
地
点 

 

条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
知
事
が
指
定
す
る
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
上
の
地
点
は

次
の

図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
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五 

令
和
六
年
度
に
お
け
る
富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下

山
道
の
利
用
の
許
可
を
要
し
な
い
日 

 
令
和
六
年
度
に
お
け
る
条
例
附
則
第
六
項
の
知
事
が
指
定
す
る
日
は

令
和
六
年
九
月
十
一
日
か

ら
同
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
毎
日
と
す
る

 

六 

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
使
用
料
の
単
位 

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
の
使
用
料
の
単
位
で
あ
る

一
人
一
回
に
つ
き

と
は

富
士
山

吉
田
口
県
有
登
下
山
道
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
一
人
に
つ
き

次
の
図
に
実
線
で
示
す
地
点
Ａ
か

ら
地
点
Ｂ
ま
で
の
区
域

地
点
Ｂ
か
ら
地
点
Ｃ
を
経
た
地
点
Ｄ
ま
で
の
区
域

地
点
Ｄ
か
ら
地
点
Ｅ

ま
で
の
区
域

地
点
Ｅ
か
ら
地
点
Ｆ
ま
で
の
区
域

地
点
Ｂ
か
ら
地
点
Ｈ
を
経
た
地
点
Ｄ
ま
で
の
区

域
及
び
地
点
Ｅ
か
ら
地
点
Ｇ
ま
で
の
区
域
に
入
域
し
て
か
ら

富
士
山
吉
田
口
県
有
登
下
山
道
を
利

用
し
た
後
に
こ
れ
ら
の
区
域
よ
り
出
域
す
る
ま
で
を
一
回
と
数
え
る
も
の
と
す
る

こ
の
場
合
に
お

い
て

地
点
Ｇ
か
ら
出
域
し
た
後
に

地
点
Ｆ
か
ら
再
度
入
域
し
た
場
合
に
つ
い
て
は

こ
れ
ら
の

区
域
よ
り
出
域
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す

 

 



 

- 7 - 

 


